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各  位

株 式 会 社  埼 玉 り そ な 銀 行                 

三洋パシフィック投資顧問 株式会社                 

企業再生ファンド設立に関わる基本合意について

  りそなグループの埼玉りそな銀行（頭取 利根 忠博）と三洋パシフィック投資顧問株式会

社（社長 橋詰 公人）は、埼玉県を中心とした中堅・中小企業の再生を支援することによっ

て、地域経済の活性化に寄与すべく、本日、企業再生ファンド「埼玉企業リバイバルファン

ド」を設立することについて、基本合意をいたしました。

１．基本合意の主な内容

・ 埼玉りそな銀行及び三洋パシフィック投資顧問は、埼玉県を中心とした中堅・中小企業

を対象とする企業再生ファンド「埼玉企業リバイバルファンド」を設立する。

・ 埼玉りそな銀行及び三洋パシフィック投資顧問は、アドバイザーとして、「埼玉企業リバ

イバルファンド」の運営が適正かつ円滑に行われることを目的に、埼玉県経済の動向等

に関する情報提供や中堅・中小企業の事業再生に関するノウハウの提供を行う。

２．ファンドの概要

名 称    ：埼玉企業リバイバルファンド

設立時期    ：平成15年 7月下旬（予定）

出 資 金    ：10億円（当初）

出 資 者    ：埼玉りそな銀行

三洋パシフィック投資顧問が運営する「新日本創造ファンド」

  第一段階として、埼玉りそな銀行と三洋パシフィック投資顧問が運営する「新日本創

造ファンド」が本ファンドへの出資者となり、第二段階では、地元企業、地元金融機関、

政府系金融機関等の出資を募り、ファンド総額は 50億円程度を想定しております。

３．ファンド設立の目的

本業に相応の収益力があるものの、過剰債務等により業績が低迷しており、財務面や経

営面でのリストラクチャリングを行うことで企業価値の向上が期待できる、埼玉県を中心

とした中堅・中小企業を対象に、企業再生を図り、地域経済の活性化を目指してまいりま

す。

  中小企業再生支援協議会、監査法人等とも連携し、本ファンドを活用することによって、

中堅・中小企業の再生に向け、その具体策の選択肢を広げるとともに、スピードと実効性

を高めてまいります。



４．ファンドのスキーム

  埼玉りそな銀行は、今後も、埼玉県経済の活性化に積極的に取り組むとともに、地域に密

着した信頼されるパートナーとして、埼玉県の皆さまと共に発展することを目指してまいり

ます。

  また、三洋パシフィック投資顧問では、今後も地域経済活性化への取組みを積極的に行っ

ていく予定であり、将来的には他地域で同様の展開も視野に入れております。
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